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税務情報 

国税庁からの公表情報 

1. 新型コロナウイルス感染症 ― FAQ の更新 

国税庁は 5 月 29 日、新型コロナウイルス感染症に関する以下の 4 つの FAQ を更

新しました。 

■ 国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの

当面の税務上の取扱いに関する FAQ（PDF 1,840KB） 

以下の（1）の内容の更新及び（2）の設問の追加等が行われています。 

(1) 申告期限及び納付期限の延長に関する取扱いを示す設問（1 の問 1、問 2-2、問

3、問 10）に、（a）申告書を郵便⼜は信書便を利⽤して提出する場合、その郵便

物⼜は信書便物の通信⽇付印により表示された⽇が申告書の提出⽇とみなされ、

納付期限も同日となる点、（b）納税猶予の手続は申告・納付期限の個別延長の

手続とは異なる点の注意喚起が追記されました。 

(2) 租税条約に関する取扱いを示す設問（5 の問 13 及び問 14）が追加されました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、源泉徴収義務者として租税条約に関

する届出書の原本及びその届出書に添付する居住者証明書を提出期限までに

税務署に提出できない場合であっても、新型コロナウイルス感染症が沈静化する

までの当面の対応として、租税条約による源泉所得税の免除を受けることができ

る代替手段が解説されています。 

■ 法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の

納付期限の個別指定による期限延長手続に関する FAQ（PDF 676.71KB） 

個別延長する場合の手続を示す問 4 に、上記「国税における新型コロナウイルス感

染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関する FAQ」

の（1）と同様の取扱いが追記されました。 

■ 相続税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関する FAQ（PDF 

752.91KB） 

個別延長する場合の手続を示す問 4 に、上記「国税における新型コロナウイルス感

染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関する FAQ」

の（1）と同様の取扱いが追記されました。 
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■ 国税の納税の猶予制度 FAQ（PDF 430.35KB） 

問 11（特例猶予の適用を受けている国税についての納税証明書の取扱い）及び問

12（特例猶予が許可された場合の通知）が追加されました。 

2. 2020 年度税制改正 ― グループ通算制度に関する Q&A の公表 

2020 年度税制改正では連結納税制度の見直しが行われ、グループ通算制度（原則

として、2022 年 4 月 1 日以後開始事業年度より適用）へ移行することとされました。 

これを受け、国税庁は6月3日、「グループ通算制度に関するQ&A（令和2年6月）」

を公表しました。この Q&A（全 93 ページ）は、グループ通算制度に関する税務上の

取扱い等を 43 の設問を用いて解説するもので、2020 年 3 月 31 日に公布（2020 年

4 月 1 日施行）された所得税法等の一部を改正する法律に基づき作成されています。 

なお、グループ通算制度に係る政令及び省令等はまだ公布されていませんが、公布

された際には、随時、記載内容等について改訂が行われる予定です。 

ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている
状況に対応するものではありません。私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するよう努め
ておりますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではあり
ません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショ
ナルが特定の状況を綿密に調査した上で提案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。 
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